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２０２１０３２９製局第１号

令

　

和

　

３

　

年

　

４

　

月

　

５

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局，÷にも誘発霧寄草

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和３年３月２９日

付け警察庁丙組組企発第５５号、 警察庁警備局長から令和３年３月２９日付け

警察庁丙備企発第５２号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせ

します。

　

警察庁によると、当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和３年３月２６日付け外

務省告示第１０１号により、 国家公安委員会委員長が令和３年３月２９日付け

国家公安委員会告示第９号によりタリバーン関係者等のリストの改正

　

侮り表）

を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第

２２号。 以下、犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出義務

を徹底されたいというものです。

　

Ｉ Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。



１ 機 密 性 １１
警察庁丙組組企発第５５号

警察庁丙備企発第５２号
令 和

　

３

　

年

　

３

　

月 ２９

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警

　

察

　

庁 警

　

備

　

局

　

長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１４４）

　

この度、 別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和３年３月２６日付

け外務省告示第１０１号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま
え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項

の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和３年

３月 ２９日付け国家公安委員会告示第９号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる
者の一部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下 「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第

２２８ 号） 及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す
る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２４号。 以下
「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 ＩＳ ＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、 タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。
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（別表）

１－

　

～５３８‐［略］

５３９．

　

ハリ ーファ ・ム ハ ンマ ド・ トウル キー ・アル ・スバイイ （別名 ：（ａ）ノ・

　　　　

リー ファ・モ フ ド・トウル キー・ア ルス バイイ（ｂ）ハリー ファ・モ フ ド・

　　　　

トウルキー・アル・スバイイ（ｃ）ハリーファ・アル・スバイイ（ｄ）ハリー

　　　

ファ・トウルキー・ビン・ムハンマ ド・ビン・アル・スアイイ （ｅ）アブ・

　　　　

モハンメ ド・アル・カタリ （ｆ）カトリナ）ＫＵＩＬＩＦＡＭＵＨＡ凧”ＡＤＴＵＲＫ工ＡＬ‐

　　　

ＳＵＢＡＮ （ｏｒｉｇｉｎａｌｓｃｒｉｐｔ：じ
ヰ－－はき』 ＝－４」」』） （ａ．ｋ，ａ，： （ａ）Ｋｈａｌｉｆａ

　　　　

Ｍｏｈｄ Ｔｕｒｋｉ

　

Ａ１ｓｕｂａｉｅ （ｂ）Ｋｈａｌｉｆａ Ｍｏｈｄ Ｔｕｒｋｉ

　

ａｌ‐Ｓｕｂａｉｅ （ｃ）Ｋｈａｌｉｆａ

　　　　

Ａ１一Ｓｕｂａｙｉ （ｄ）Ｋｈａ．ｉｆａ

　

Ｔｕｒｋｉ

　

ｂｉｎ

　

Ｍｕｈａ皿ｎａｄ

　

ｂｉｎ

　

ａ１一Ｓｕａｉｙ （ｅ）Ａｂｕ

　　　　

Ｍｏｈａｎｍｎｅｄ ａｌ‐Ｑａｔａｒｉ （ｆ）Ｋａｔｒｉｎａ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月 日 ：１９６５ 年１月１日

　　　

出 生地：Ｄｏｈａ， Ｑａｔａｒ

　　　

国籍：カタール

　　　

旅券番号：（ａ）カタール旅券番号１３５３２７５（２０２２年６月１２日失効）（ｂ）

　　　

カタール旅券番号００６８５８６８（２００６年２月 ５ 日発行 （発行地：Ｄｏｈａ）、

　　　

２０１１年２月 ４日失効）

　　　

ＩＤ番号：カタールＩＤ番号２６５６３４００１４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

住所 ：Ａ１‐Ｗａａｂ

　

Ｑａｔａｒ

　　　

国連制裁委員会による指定日：２００８ 年１０ 月１０

　

日 （２０１０ 年１ 月２５

　　　

日、 ２０１２ 年１１月 １５

　

日、 ２０１５ 年２

　

月１９

　

日及び２０２１年３月２３日に

　　　

改訂）

　　　

その他の情報：カタールを拠点にして、テロリス トに対する資金及び便

　　　

宜の提供に携わる者。 アル・カーイダ（１６６． に指定した団体） の指導部

　　　

に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるア

　　　

ル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。２００８年

御ｊ表）

１‐ ～５３８．［同左］

５３９． ハリーファ・ムハンマ ド・トウルキー・アル・スバイイ （別名：

（ａ）ハリーファ・モフ ド・トウルキー・アルスバイイ（ｂ）ハリーフ

ァ・モ フ ド・ トウル キー・アル・スバイイ（ｃ）ハリ ーファ・アノレ・

スバイイ（ｄ）ハリーファ・トウルキー・ビン・ムハンマ ド・ビン・

アル・スアイイ （ｅ）アブ・モハンメ ド・アル・カタリ （ｆ）カトリ

ナ） ＫＨＡＬ工ＦＡ

　

皿ｉＨＡＭ雌ＩＤ

　

ＴＵＲＫ工

　

ＡＬ‐ＳＵＢＡＮ （ａ．ｋ．ａ．： （ａ）Ｋｈａｌｉｆａ

Ｍｏｈｄ

　

Ｔｕｒｋｉ

　

Ａ１ｓｕｂａｉｅ

　

（ｂ）Ｋｈａｌｌｆａ

　

Ｍｏｈｄ

　

Ｔｕｒｋｉ

　

ａｌ－Ｓｕｂａｉｅ

（Ｃ）Ｋｈａ．ｉｆａ

　

ＡＩ－Ｓｕｂａｙｉ （ｄ）Ｋｈａ．ｉｆａ

　

Ｔｕｒｋｉ

　

ｂｉｎ

　

Ｍｕｈａｎ旺ｎａｄ

　

ｂｉｎ

ａ１一Ｓｕａｉｙ （ｅ）ＡｂｕＭｏｈａ訂旺ｎｅｄａ１一Ｑａｔａｒｉ （ｆ）Ｋａｔｒｉｎａ）

称号：不明

役珊哉：不明

生年月日：１９６５ 年１ 月１ 日

出生地：Ｄｏｈａ， Ｑａｔａｒ

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券

　

００６８５８６８（２００６

　

年２月５

　

日発行 （発

行地：Ｄｏｈａ）、２０１１年２月 ４日失効）

ＩＤ番号：カタールＩＤカ ー ド ２６５６３４００１４０

住所：Ｑａｔａｒ

国連制裁委員会による指定日：２００８ 年 １０

　

月 １０

　

日 （２０１０ 年１

月２５

　

日、 ２０１２ 年１１月１５

　

日及び２０１５ 年２月１９

　

日に改訂）

その他の情報：カタールを拠点むこして、テロリストに対する資金

及び便宜の提供に携わる者。 アル・カーイダ（１６６． に指定した団

体）の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。
南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも

携わっている。２００８

　

年１月、 バーレーン高等刑事裁判所におい

て、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡



１ 月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参

加、 テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人

不在のまま有罪判決を受けた。２００８ 年３ 月、カタールにおいて逮捕さ

れた。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前はＨａｍｄａｈＡｈｍａｄ

Ｈａｉｄｏｏｓ。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保

　

障

　

理

　

事

　

会

　

特

　

別

　

手

　

配

　

書－

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ－ＵＮ－

Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

５４０－

　

～６５７．［略］

６５８‐

　

ハミ ド・ハマ ド・ハミ ド・アル・ア リ

　　　　　

ＨＡＭＩＤ

　

ＨＡＭＡＤ

　

ＨＡＭＩＤ

　

ＡＬ‐ ‘ＡＬ工

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月 日：１９６０年１１月 １７日

　　　

出生地：ク ウェー ト

　　　

国籍：クウェート

　　　

旅券番号：（ａ）クウェート旅券番号 ００１７１４４６７，（ｂ）クウェート旅券番号

　　　　

１０１５０５５５４

　　　

１Ｄ番号：不明

　　　

住所：不明

　　　

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日 （２０２１年３月 ２３日に

　　　

改訂）

　　　

その他の情報：クウェートを拠点とし，イラクのアル・カーイ ダ（４５３．

　　　

に指定した団体） としてリストに掲載されているイラクとしバント地

　　　

方のイスラム国（ＩＳＩＬ）及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線

　　　

（６４４‐に指定した団体）としてリストに掲載されているジャブハット・

　　　

アル・ヌスラヘの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒ

　　　

ーム・アッワー ド・イブラヒーム・アリー・アル・バ ドリー・アル・サ

　　　

マッライ （６００． に指定した個人） やアブ・モハンメ ド・アル・ジャウ

航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受け

た。 ２００８ 年３月、 カタールにおいて逮捕された。 カタールにて

服役後、 釈放されている。 母の名前はＨａｍｄａｈＡｈｍａｄＨａｉｄｏｏｓ。

５４０． ～６５７．［同左］

６５８．

　

ハ ミ ド・ ハマ ド・ハ ミ ド・アノレ・アリ

ＨＡＭＩＤ

　

ＨＡＭＡＤ

　

ＨＡＭＩＤ

　

ＡＬ－ ‘ＡＬ工

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９６０年１１月１７日

出生地：（ａ）クウェート （ｂ）カタール

国籍：クウェート

旅券番号：（ａ）クウェート旅券

　

００１７１４４６７ （ｂ）クウェート旅券

１０１５０５５５４

１Ｄ番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日

その他 のｒ青報：クウェートを拠点とし， イラクのアル・カーイダ

（４５３‐ に指定した団体） としてリストに掲載されているイラク

としバント地方のイスラム国 （工ＳエＬ） 及びレバントの人々のため

のアル・ヌスラ戦線 （６４４‐ に指定した団体） としてリス トに掲

載されているジャブハット・アル・ヌスラヘの資金提供者、 リク

ルーターかつ便宜提供者。 イブラヒーム・アッワー ド・イブラヒ

ーム・アリー・アル・バ ドリー・アル・サマッライ （６００． に指定

した個人） やアブ・モハンメ ド・アル・ジャウラニ （６３７． に指定



ラニ （６３７． に指定した個人） と関係がある。 同人に対するインターボ

ール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒコＰｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－

ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ‐工ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６５９－

　

～６６５．［略］

６６６‐

　

アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー （別名：

　　　

（ａ）アブ ド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー （ｂ）ア

　　　

ブ ド・アル・ラフマン・アル・ナイミー （ｃ）アブド・アル・ラフマン・

　　　

ビン・アミール・アル・ナイミー （ｄ）アブド・アル・ラフマン・ビン・

　　　

アミール・アル・ナイミー （ｅ）アブダッラー・ムハンマ ド・アル・ナイ

　　　

ミー （ｆ）ア ブ ド・ア ル・ラフマ ン・アル・ナイ ミー （ｇ）Ａ・ラ フマ ン・

　　　

アル．ナイミー （ｈ）アブデルラフマン・イメール・アル・ジャーベル・

　　　

アル・ナイメフ （ｉ）Ａ・ラフマン・オマイール・Ｊ・アルナイミー （ｊ）ア

　　　

ブ ドゥルラフマン・オマイール・アル・ナイミー）

　　　　

‘ＡＢＤ

　

ＡＬ－ＲＡ弧４ＡＮ

　

Ｂ工Ｎ

　

‘Ｕｎ値ＹＲ

　

ＡＬ－間’ ＡＹＭ工 （ａ－ｋ－ａ・： （ａ）Ａｂｄ

　

ａｌ－

　　　

Ｒａｈｍａｎ ｂｉｎ

　

’Ａｍｉｒａｌ‐Ｎａ’ｉｍｉ （ｂ）’Ａｂｄ ａｌ‐Ｒａｈｍａｎ ａｌ－Ｎｕ’ａｉｍｉ （ｃ）’Ａｂｄ

　　　

ａエーＲａｈｍａｎ

　

ｂｉｎ

　

’Ａｍｉｒ

　

ａｌ－Ｎｕ’ｉｍｉ （ｄ）’Ａｂｄａ１ ａｈｍａｎ

　

ｂｉｎ

　

’Ａｍｉｒ

　

ａｌ－

　　　

Ｎｕ
’
ａｙｍｉ （ｅｙＡｂｄａｌｌａｈ

　

Ｍｕｈａｍｍａｄ

　

ａｌ－Ｎｕ’ａｙｍｉ （ｆ）’Ａｂｄ

　

ａｌ－Ｒａｈｍａｎａｌ－

　　　

Ｎｕａ
’
ｙｍｉ （ｇ）Ａ． Ｒａｈｍａｎ

　

ａｌ‐Ｎａｉｍｉ （ｈ）Ａｂｄｅｌｒａｈｍａｎ

　

ｌｍｅｒ

　

ａＩ

　

Ｊａｂｅｒ

　

ａＩ

　　　

Ｎａｉｍｅｈ （ｉ）Ａ． Ｒａｈｍａｎ

　

ｏｍａｉｒ

　

Ｊ

　

Ａ１ｎａｉｍｉ （ｊ）Ａｂｄｕｌｒａｈｍａｎ

　

ｏｍａｉｒ

　

ａＩ

　　　

Ｎｅａｉｍｉ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月 ロ：１９５４年

　　　

出 生地：Ｄｏｈａ， Ｑａｔａｒ

　　　

国籍：カタール

　　　

旅券番号：（ａ）カタール旅券番号

　

０１４６１５５８（２０２４年１月 ２０日失効）

　　　

（ｂ）カタール旅券番号 ００８６８７７４（２０１４年４月 ２７日失効）

　　　

Ｉ Ｄ番号：（ａ）カタールＩＤ番号 ２５４６３４０００８６ （ｂ）カ タ ー ル ＩＤ番号

した個人） と関係がある。

６５９‐ ～６６５．［同左］

６６６．

　

アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー （別

　　　

名：（ａ）アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミ

　　　

ー （ｂ）アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー （ｃ）アブ ド・ア

　　　

ル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー （ｄ）アブド・ア

　　　

ル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー （ｅ）アブダッラ

　　　

ー・ムハンマ ド・アル・ナイミー （ｆ）アブド・アル・ラフマン．

　　　

アル・ナイミー （ｇ）Ａ・ラフマン・アル・ナイミー （ｈ）アブデル

　　　

ラフマン・イメール・アル・ジャーベル・アル・ナイメフ （ｉ）Ａ・

　　　

ラフマン・オマイール・Ｊ・アルナイミー （ｊ）アブドウルラフマ

　　　

ン・オマイール・アル・ナイミー）

　　　　

‘ＡＢＤ

　

ＡＬ－ＲＡＨＭ！Ｗ

　

ＢＩＮ

　

‘Ｕ馳ＩＹＲ

　

ＡＬ「川’ ＡＹＭ１ （ａ‐ｋ．ａ‐： （ａ）Ａｂｄ

　　　

ａ１ ａｈｍａｎ ｂｉｎ’Ａｍｉｒａｌ‐Ｎａ’ｉｍｉ （ｂ）’Ａｂｄ ａｌ－Ｒａｈｍａｎ ａｌ‐Ｎｕ’ａｉｍｉ

　　　

（ｃ）’Ａｂｄａ１ ａｈｍａｎｂｉｎ
’Ａｍｉｒ ａｌ－Ｎｕ ｍｉ （ｄ）’Ａｂｄａ１ ａｈｍａｎｂｉｎ

　　　

’Ａｍｉｒ ａｌ－Ｎｕ’ａｙｍｉ （ｅ）’Ａｂｄａユｌａｈ Ｍｕｈａ圃ｎａｄ ａｌ－Ｎｕ’ａｙｍｉ （ｆ）’Ａｂｄ

　　　

ａｌ‐Ｒａｈｍａｎａ１ ｕａ’ｙｍｉ （ｇ）Ａ． Ｒａｈｍａｎ

　

ａｌ‐Ｎａｉｍｉ （ｈ）Ａｂｄｅｌｒａｈｍａｎ

　　　

ｌｍｅｒ

　

ａＩ

　

Ｊａｂｅｒ

　

ａＩ

　

Ｎａｉｍｅｈ （ｉ）Ａ． Ｒａｈｍａｎ

　

ｏｍａｉｒ

　

Ｊ

　

Ａ１ｎａｉｍｉ

　　　

（ｊ）Ａｂｄｕｌｒａｈｍａｎ ｏｍａｉｒａＩＮｅａｉｍｉ）

　　　

称号二不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月日：１９５４年

　　　

出 生地：Ｄｏｈａ，Ｑａｔａｒ

　　　

国籍：カタール

　　　

旅券番号：カタール旅券 ００８６８７７４（２０１４年４月 ２７日失効）

　　　

ＩＤ番号：カタールＩＤ番号 ２５４６３４０１７８４ （２０１９ 年１２月 ６日失



　　　

２５４６３４０１７８４ （２０１９ 年１２月 ６日失効）

　　　

住 所 ：ＡＩ－Ｗａａｂ

　

Ｑａｔａｒ

　　　

国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月 ２３日 （２０１７年２月１５日及

　　　

び２０２１年 ３月 ２３日に改訂）

　　　

その他の情報：アル・カーイダ （１６６‐ に指定した団体） 及びイラクの

　　　

アル・カーイ ダ（４５３‐ に指定した団体） の資金提供者及び便宜提供者。

　　　

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事

　　　

会 特別 手配 書の ウェ ブ・リ ンク ；ｈｔｔｐｓ：／／酬ｗｉｎｔｅｒ坐ｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐

　　　

ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ‐ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６６７－

　

～６７８．［略］

６７９．

　

アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム

　　　　

御」名：際）アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・ウスマン・アブド・ア

　　　

ル・サラーム （ｂ）アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・アブド・アル・サ

　　　

ラーム （ｃ） アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・アブド・アル・サラー

　　　

ム （ｄ）ハッターブ （ｅ）イブン・アル・ハッターブ）

　　　

ＡＳＨＲＡＦ

　

ＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＭＡＮ

　

’ＡＢＤ

　

ＡＬ‐ＳＡＬＡＭ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：

　　　

ぞメーｉ事 ｏ一定 山一驚 ぷゴー 山 風

　

）（ａ．ｋ．ａ．： （ａ）ＡｓｈｒａｆＭｕｈａｎｍｎａｄ

　

Ｙｕｓｉｆ

　　　　

’Ｕｔｈｍａｎ

　

’Ａｂｄ－ａｌ－Ｓａｉａｍ （ｂ）Ａｓｈｒａｆ

　

Ｍｕｈａｎ面Ｑａｄ

　

Ｙｕｓｕｆ

　

’Ａｂｄ－ａ１一Ｓａ・ａｍ

　　　　

（ｃ）Ａｓｈｒａｆ

　

Ｍｕｈａｎ圃ｎａｄ

　

Ｙｕｓｉｆ

　

’Ａｂｄ

　

ａ１一Ｓａ．ａｍ （ｄ）Ｋｈａｔｔａｂ （ｅ）ｌｂｎ

　

ａ１一

　　　

Ｋｈａｔｔａｂ）

　　　

称号：不明

　　　

ネ受節哉：不明

　　　

生 年月 日：１９８４ 年

　　　

出生地：イラク

　　　

国籍：◆ヨルダン

　　　

旅券番 号：（ａ）ヨル ダン旅 券番 号

　

Ｋ０４８７８７ （ｂ）ヨルダン旅 券番号

４８６２９８

１Ｄ番号：不明

住所：シリア・アラブ共和国 （２０１４ 年１２月時点の居住地）

　　　

効）

　　　

住所：不明

　　　

国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月 ２３ 日 （２０１７年２月

　　　

１５日に改訂）

　　　

その他 の情報：アル・カーイ ダ （１６６‐ に指定した団体） 及びイ

　　　

ラクのアル・カーイダ （４５３． に指定した団体） の資金提供者及

　　　

び便宜提供者。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機

　　　

構）・国連 安全保 障理 事 会特別 手配 書の ウェ ブ・リ ンク ：

　　　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８１７９８５

６６７‐ ～６７８．［同左］

６７９．

　

アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サ

　　　

ラーム （別名：（ａ）アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・ウスマン・

　　　

アブド．アル．サラーム （ｂ）アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・

　　　

アブド．アル．サラーム （ｃ） アシュラフ・ムハンマ ド・ユスフ・

　　　

アブド・アル・サラーム （ｄ）ハッターブ （ｅ）イブン・アル・ハッ

　　　

タ ー ブ）

　　　

ＡＳＨＲＡＦ

　

皿ｉＨＡＭゑ盤Ｄ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＤ母洲

　

’ＡＢＤ

　

ＡＬ‐ＳＡＬＡＭ （ａ．ｋ．ａ．：

　　　　

（ａ）ＡｓｈｒａｆＭｕｈａｎ皿ａｄ

　

Ｙｕｓｉｆ

　

’Ｕｔｈｍａｎ

　

ｂｄ－ａｌ－Ｓａ．ａｍ （ｂ）Ａｓｈｒａｆ

　　　

Ｍｕｈａ皿ｎａｄＹｕｓｕｆ’Ａｂｄ－ａｉ一Ｓａ．ａｍ （ｃ）ＡｓｈｒａｆＭｕｈａ皿ｎａｄＹｕｓｉｆ’Ａｂｄ

　　　

ａｌ－ｓａｌａｍ （ｄ）Ｋｈａｔｔａｂ （ｅ）工ｂｎ ａ１ ｈａｔｔａｂ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月 日 ：１９８４ 年

　　　

出生地：イラク

　　　

国籍：ヨルダン

　　　

旅券番号：（ａ）ヨルダン旅券番号 Ｋ０４８７８７ （ｂ）ヨルダン旅券番号

　　　　

４８６２９８

　　　

１Ｄ番号：カタール国民ＩＤ番号 ２８４４００００５２６

　　　

住所：シリア・アラブ共和国 （２０１４ 年１２月時点の居住地）



　　　

国連制裁委員会による指定日： ２０１５ 年１ 月２３

　

日 （２０２０年１１月 ２４

　　　

ロ及び２０２１年３月 ２３日に改訂）

　　　

その他の情報： ２０１２年時点でアル・カーイ ダ （１６６‐ に指定した団体）

　　　

の 一員 で あり、２０１４ 年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・

　　　

カーイダ、 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 （６４４． に指定し

　　　

た団体） 及びイラクのアル・カーイダ （ＡＱＩ） （４５３． に指定した団体）

　　　

に対して、資金、物資及び技術支援を提供。国連安全保障理事会決議第

　　　

２３６８号 （２０１７年） に基づく見直しは２０２０年１１月 ２４日に終了した。

　　　

同人に対するインターポール（国際刑事整察機構）・、連安全保障理事

　　　

会特別手配書のウェブ・リンク：ｈｔｔｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐

　　　

ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ ｎｄｉｖｉｄｕａ脳

６８０‐

　

イ ブラヒ ム・イ ーサ・ハ ッ ジ・ムハ ンマ ド・アル・バクノレＮａｍｅ（別名 ：

　　　

（ａ）イブラヒム・イーサ・ハジ・ムハンマ ド・アル・バカル （ｂ）イブラ

　　　

ヒム・イーサ・ハジ・アル・バクル （ｃ）イブラヒム・イーサ・ヒツジ・

　　　

モフ ド・アルバケル （ｄ）イブラヒム・イーサ・ヒツジ・ムハンマ ド・ア

　　　

ル・バケル （ｅ）イブラヒム・イーサ．アル．バカル （ｆ）イブラヒム．ア

　　　

ル・バクル （ｇ）アブ・ハリール）

　　　

工ＢＲＡＨＩＭ ’ＩＳＡ ＨＡＪＪＩ

　

Ｍ班強風４ＡＤ ＡＬ‐ＢＡＫＲ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：勇一 い－

　　　

じ ｂ

　

ｇ－－－；－漕馨り （ａ，ｋ，ａ，： （ａ月ｂｒａｈｉｍ

　

’ｌｓｓａ

　

Ｈａｊｉ

　

Ｍｕｈａｎｍｎａｄ

　

ａｌ－

　　　

Ｂａｋａｒ （ｂ）ｌｂｒａｈｉｍ

　

’ｌｓａ

　

Ｈａｊｉ

　

ａｌ‐Ｂａｋｒ （ｃ）工ｂｒａｈｉｍ

　

ｌｓｓａ

　

Ｈｉｊｊｉ

　

Ｍｏｈｄ

　　　

Ａ１ｂａｋｅｒ（ｄ）工ｂｒａｈｉｍ工ｓｓａＨｉｊｊｉＭｕｈａｎ眠ｎａｄａｌ－Ｂａｋｅｒ（ｅ）．ｂｒａｈｉｍ ｓｓａ

　　　

ａｌ－Ｂａｋａｒ （ｆ）ｌｂｒａｈｉｍａｌ－Ｂａｋｒ （ｇ）Ａｂｕ ｈａｌｌｌ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月 日：１９７７ 年７ 月１２

　

日

　　　

出生地：カタール

　　　

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 ０１０１６６４６（２０１７年１月１１日失効）

ＩＤ番号：カタールＩＤ番号２７７６３４０１２５５

国連制裁委員会による指定日： ２０１５ 年１月２３

　

日

その他の情報： ２０１２年時点でアル・カーイダ （１６６． に指定した

団体） の一員であり、２０１４

　

年初めからシリア・アラブ共和国の

戦闘員。 アル・カーイダ、 レバントの人々のためのアル・ヌスラ

戦線 （６４４． に指定した団体） 及びイラクのアル・カーイダ（ＡＱ工）

（４５３． に指定した団体） に対して、 資金、 物資及び技術支援を

提供。

６８０．

　

イブラヒム・イーサ・ハツジ・ムハンマ ド・アル・バクル （別名：

　　　

（ａ）イブラヒム・イーサ・ハジ・ムハンマ ド・アル・バカル （ｂ）

　　　

イブラヒム・イーサ・ハジ・アル・バクル （ｃ）イブラヒム・イー

　　　

サ・ヒ ツ ジ・モ フ ド・アル バ ケル （ｄ）イ ブラヒム・イ ーサ・ヒ ツ

　　　

ジ・ムハンマ ド・アル・バケル （ｅ）イブラヒム・イーサ・アル・

　　　

バカル （ｆ）イブラヒム・アル・バクル （ｇ）アブ・ハリール）

　　　　

工ＢＲｆＵＩ１Ｍ

　

ＳＡ

　

ＨＡＪＪＩ

　

ＭＵＨＡ凧４ＡＤ

　

ＡＬ－ＢＡＫＲ （ａ．ｋ．ａ．： （ａ）工ｂｒａｈｉｍ

　　　　

’工Ｓｓａ Ｈａｊｉ

　

Ｍｕｈａｎ皿ａｄ ａ１一Ｂａｋａｒ （ｂ）工ｂｒａｈｉｍ コＳａ Ｈａｊｉ

　

ａ１一Ｂａｋｒ

　　　

（ｃ）工ｂｒａｈｉｍ

　

ｌｓｓａ Ｈｉｊｊｉ

　

Ｍｏｈｄ Ａ１ｂａｋｅｒ （ｄ）ｌｂｒａｈｉｍ ｌｓｓａ Ｈｉｊｊｉ

　　　

Ｍｕｈａｎ同Ｂａｄａ１一Ｂａｋｅｒ （ｅ“ｂｒａｈｉｍ ］ｓｓａａｌ－Ｂａｋａｒ （ｆ）．ｂｒａｈｉｍａｌ－

　　　

Ｂａｋｒ （ｇ）Ａｂｕ－Ｋｈａｌｉｌ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生 年月 日：１９７７ 年７

　

月 １２

　

日

　　　

出生地：カタール

　　　

国籍：カタール

　　　

旅券番号：カタール旅券番号 ０１０１６６４６

　　　

１Ｄ番号：不明



住所：不明

国連制裁委員会による指定日： ２０１５ 年１月２３

　

日

その他 の情報：アル・カーイダ （１６６． に指定した団体） に対し

て、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便

宜提供者。

住所： ＡＩ Ｒａｙｙａｎ， Ｑａｔａｒ

国連制裁委員会による指定ロ： ２０１５

　

年１ 月２３

　

ロ （２０２０年１１月 １４

日、 １１月 ２４日及び２０２１年３月 ２３日に改訂）

その他の情報：アル・カーイダ （１６６． に指定した団体） に対して、 及

び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。国

連安全保障理事会決議第２３６８号‐（２０１７年） に基づく見直しは２０２０年

１１月 ２４日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保 障理事会特別 手配 書の ウェ ブ・リ ンク ：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ－ＵＮ－

Ｎｏｔｉｃｅｓ‐ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６８１［同左］６８１［略］

６８２． ６８２．

　

ア ブ ド・ア ル・マリク・ムハ ンマ ド・ユスフ・ウスマ ン・ア ブ ド・アブド・アル・マリク・ムハンマ ド・ユスフ・ウスマン・アブ ド・アル・

サラーム （別名： （ａ）アブド・アル・マリク・ムハンマ ド・ユスフ・ア

ブ ド・アル・サラーム （ｂ）ウマル・アル・カタリ （ｃ）ウマル・アル・タ

イヤール）

アル・サラーム （別名： （ａ）アブド・アル・マリク・ムハンマ ド・

ユスフ・アブ ド・アル・サラーム （ｂ）ウマル・アル・カタリ （ｃ）

ウマル・アル・タイヤール）

’ＡＢＤＡＬ－ＭＡＬＩＫＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＭＡＮ

　

’ＡＢＤＡＬ‐ＳＡＬＡＭ

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： メー１事 ｏＬ心 山一男 』－ 色感 事

　

） （ａ．ｋ，ａ，：

（ａ）’Ａｂｄａｌ－ＭａｌｉｋＭｕｈａ皿ａｄ

Ｙｕｓｉｆ’Ａｂｄ ｌ‐Ｓａｌａｍ（ｂ Ｕｍａｒａｌ－Ｑａｔａｒｉ （ｃ Ｕｍａｒａｌ－Ｔａｙｙａｒ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９８９ 年７ 月 １３

　

日

出生地：不明

国籍：ヨルダン

旅券番号：ヨルダン旅券番号 Ｋ４７５３３６（２００９ 年８月３１ 日発行、

２０１４ 年８月３０日失効）

ＩＤ番号：カタール国民の 番号 ２８９４００００６０２

住所：不明

国連制裁委員会による指定日： ２０１５年１月 ２３

　

日 （２０１９年５月

’ＡＢＤＡＬ－ＭＡＬＩＫＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＭＡＮ

　

’ＡＢＤＡＬ‐ＳＡＬＡＭ

（ｏｒｉｇｉｎａｌｓｃｒｉｐｔ：ぐ
＼］！軍ＯＬ心 血一男ふぬ－瓢蜘導）（ａ．ｋ，ａ．：（ａ）’Ａｂｄ

ａｌ‐Ｍａｌｉｋ

　

Ｍｕｈａ圃ａｄ

　

Ｙｕｓｉｆ

　

’Ａｂｄ－ａｌ－Ｓａｌａｍ

　

（ｂ）’Ｕｍａｒ

　

ａｌ－Ｑａｔａｒｉ

（ｃ）
’Ｕｍａｒ ａｌ－Ｔａｙｙａｒ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９８９ 年７ 月１３

　

日

出生地：不明

国籍：ヨルダン

旅券番号：ヨルダン旅券番号 Ｋ４７５３３６ （２００９ 年８ 月３１ 日発行、２０１４

年８

　

月 ３０日失効）

ＩＤ番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：

　

２０１５年１月２３

　

日 （２０１９年５月１日



及び２０２１年３月 ２３日に改訂）

その他の情報：アル・カーイダ （１６６‐ に指定した団体） 及びレバント

の人々のためのアル・ヌスラ戦線 （６４４． に指定した団体） に対して、

資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。国連安全保障理事会決

議第２２５３号 （２０１５年） に基づく見直しは２０１９年２月 ２１日に終了し

た。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障

理

　

事

　

会

　

特

　

別

　

手

　

配

　

書

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－

Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６８３‐ ～６９６．［略］

６９７．

　

アブド・アル・ラテイフ・ビン・アブダッラー・サーリハ・ムハンマ ド・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

アル・カワリ （別名：（ａ） アブド・アル・ラテイフ・アブダッラー・サ

　　　

ーリハ・アル・カ ワリ （ｂ） ア ブ ド・アル・ラテイ フ・ア ブ ダッラー・

　　　

サーリハ・ア ル・ク ワリ （ｃ） ア ブ ド・アル・ラテイ フ・ア ブ ダッラー・

　　　

アル・カウワリ （ｄ） アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・アル・

　　　

カワリ （ｅ） アブ・アリ・アル・カワリ）

ＡＢＤ

　

ＡＬ－ＬＡＴＩＦ

　

ＢＩＮ

　

ＡＢＤＡＬＬＡＨ

　

ＳＡＬＩＨ

　

ＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

ＡＬ‐ＫＡＷＡＲ工

（ｏｒｉｇｉｎａｌｓｃｒｉｐｔ：導〆鼻』＊ 中山平ｏＪ｛凶ｉ拳 ）（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）Ａｂｄ‐

ａｌ－ＬａｔｉｆＡｂｄａｌｌａｈＳａｌｉｈａｌ‐Ｋａｗａｒｉ（ｂ）Ａｂｄ‐ａｌ－ＬａｔｉｆＡｂｄａｌｌａｈｓａｌｉｈ

ａｌ－Ｋｕｗａｒｉ （ｃ）Ａｂｄ－ａｌ－Ｌａｔｉｆ

　

Ａｂｄａｌｌａｈ

　

ａｌ－Ｋａｗｗａｒｉ （ｄ）Ａｂｄ‐ａｌ－Ｌａｔｉｆ

Ａｂｄａｌｌａｈ ａｌ‐Ｋａｗａｒｉ （ｅ）ＡｂｕＡ１ｉ

　

ａｌ‐Ｋａｗａｒｉ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９７３年９月２８ロ

出生地：不明

国籍：カタール

旅券番号：（ａ） カタール旅券番号

　

０１０２０８０２ （ｂ） カタール旅券番号

００７５４８３３ （２００７年５ 月

　

２０

　

日発行） （ｃ） カタール旅券番号

　

００４９０３２７

（２００１年７月 ２８日発行）（ｄ）カタール旅券番号０１５３８０２９（２０２５年３月

１日をこ改訂）

その他の情報：アル・カーイ ダ（１６６一こ指定した団体） 及びレバ

ントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 （６４４‐ に指定した団体）

に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。国連

安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年） に基づく見直しは２０１９

年２月２１日に終了した。 同人に対するインターポール （国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏユ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８４３２４３

６８３‐ ～６９６．［略］

６９７．

　

アブド・アル・ラテイフ・ビン・アブダッラー・サーリハ・ムハ

　　　

ンマ ド・アル‐カ ワリ （別名 ：（ａ） ア ブ ド・アル・ラテイ フ・ア

　　　

ブ ダッラー・サーリ ハ・アル・カ ワリ （ｂ） ア ブ ド・アル・ラティ

　　　

フ・ア ブ ダッラー・サーリ ハ・アル・ク ワリ （ｃ） ア ブ ド・アル・

　　　

ラティフ・アブダッラー・アル・カウワリ （ｄ） アブド・アル・ラ

　　　

テイフ・アブダッラー・アル・カワリ （ｅ） アブ・アリ・アル・カ

　　

ワリ）

　　　　　　

ＡＢＤ

　

ＡＬ－ＬＡＴ工Ｆ

　

Ｂ工Ｎ

　

ＡＢＤＡＬＬＡＨ

　

ＳＡＬ工Ｈ

　

ＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

ＡＬ‐ＫＡＷＡＲ１

　　　

（ｏｒｉｇｉｎａｌｓｃｒｉｐｔ：夢〆風脳』 ご」 心事α 一国１拳 ） （ａ．ｋ．ａ．：

　　　

（ａ）ＡＭ‐ａｌ‐ＬａｔｉｆＡｂｄａｌｌａｈＳａｌｉｈ

　　　

ａｌ－Ｋａｗａｒｉ （ｂ）Ａｂｄ－ａｌ‐ＬａｔｉｆＡｂｄａｌｌａｈＳａｌｉｈａｌ－Ｋｕｗａｒｉ （ｃ）Ａｂｄ‐

　　　　

ａｌ‐Ｌａｔｉｆ

　

Ａｂｄａｌｌａｈ

　

ａｌ‐

　　　

Ｋａｗｗａｒｉ （ｄ）Ａｂｄ‐ａｌ－ＬａｔｉｆＡｂｄａｌｌａｈ ａｌ－Ｋａｗａｒｉ （ｅ）Ａｂｕ Ａ１ｉ

　

ａｌ－

　　　

Ｋａｗａｒｉ）

　　　

称号：不明

　　　

役職：不明

　　　

生年月日：１９７３年９月２８日

　　　

出生地；不明



１４日失効）

ＩＤ 番号：カタール ｍ 番号 ２７３６３４００６８４

住所：ＡＩ

　

Ｋｈａｒａｉｔｉｙａｔ， Ｑａｔａｒ

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月 ２１日 （２０１９年５月 １日及

び２０２１年３月 ２３日に改訂）

その他の情報：アル・カーイダ （１６６． に指定した団体） に金銭的サー

ビスを提供する、 または同団体を支援するガタールを拠点とする便宜

供与者。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直し

は２０１９年２月 ２１ 日に終了した。 同人に対するインターポール （国際

刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ‐ＵＮ－

Ｎｏｔｉｃｅｓ‐工ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６９８．［略］

６９９． サア ド・ビン・サア ド・ムハンマ ド・シヤリヤン・アル・カアビ（別名

（ａ） サア ド・ビン・サア ド・ムハンマ ド・シルヤン・アル・カアビ（ｂ）

サア ド・サア ド・ムハンマ ド・シルヤン・アル・カアビ （ｃ） サア ド・

アル・シャルヤン・アル・カアビ（ｄ） アブ・ハザ （ｅ） アブ・ハッザ （ｆ）

ウマル・アル・アフガーニ （ｇ） アブ・サア ド （ｈ） アブ・スア ド）

ＳＡ’ Ｄ

　

ＢＩＮ

　

ＳＡ’ Ｄ

　

Ｍ

　

ＵＨＡＭＭＡＤ

　

Ｓ帯ＩＲＩＹＡＮ ＡＬ‐ＫＡ’ Ｂ１ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：

〆ＳＩ逆÷声ぷＭ 』 α 一 ） （ａ，ｋ，ａ．： （ａ）Ｓａ’ ｄ ｂｉｎ

　

ｓａ’ ｄ Ｍｕｈａｍｎａｄ

Ｓｈｉｒｙａｎａｌ－Ｋば

　

ｂｉ （ｂ）Ｓａ’ ｄ

　

Ｓａ’ ｄ Ｍｕｈａｎ団ｎａｄ

　

Ｓｈｉｒｙａｎ

　

ａ１一Ｋａ） ｂｉ

（ｃ）Ｓａ’ ｄ

　

ａｌ－Ｓｈａｒｙａｎ

　

ａｌ‐Ｋａ’ ｂｉ （ｄ）Ａｂｕ

　

Ｈａｚａ
’

　

（ｅ）Ａｂｕ

　

Ｈａｚｚａ
’

（ｆ）Ｕｍａｒａｌ‐Ａｆｇｈａｎｉ （ｇ）Ａｂｕｓａ’ ｄ （ｈ）Ａｂｕｓｕａｄ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９７２年２月１５日

出生地：不明

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 ００９６６７３７ （２０１６年２月 １６日失効）

国籍：カタール

旅券番号：（ａ）カタール旅券番号 ０１０２０８０２（ｂ） カタール旅券番

号

　

００７５４８３３（２００７年 ５ 月

　

２０

　

日発行） （ｃ） カタール旅券番号

００４９０３２７ （２００１年７月 ２８日発行）

ＩＤ 番号：カタール ｍ 番号 ２７３６３４００６８４

住 所：Ａ１‐Ｌａｑｔａｈ， Ｑａｔａｒ

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日 （２０１９年５月１

日に改訂）

その他の情報：アル・カーイダ（１６６一こ指定した団体） に金銭的

サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点と

する便宜供与者。 国連安全保障理事会決議第２２５３号 （２０１５年）

に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。同人に対するイ

ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配

　　

書

　　

の

　　

ウ

　　

ェ

　　

ブ

　　

・

　　

リ

　　

ン

　　

ク

　　

・

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８９６８０５

６９８．［略］

６９９．

　

サア ド・ ビン・サア ド・ムハ ンマ ド・ シャリ ヤ ン・アノレ・カ ア ビ

　　　　

（別名：（ａ） サア ド・ビン・サア ド・ムハンマ ド・シルヤン・ア

　　　

ル・カアビ （ｂ） サア ド・サア ド・ムハンマ ド・シルヤン・アル・

　　　

カアビ（ｃ） サア ド・アル・シヤルヤン・アル・カアビ（ｄ） アブ・

　　　

ハザ （ｅ） アブ・ハッザ （ｆ） ウマル・アル・アフガーニ （ｇ） ア

　　　

ブ・サア ド （ｈ） アブ・スア ド）

　　　

ＳＡ’ Ｄ

　

ＢＩＮ

　

ＳＡ’ Ｄ

　

ＭＵＨＡＭＭＡＤ

　

Ｓ日ＡＲ工ＹＡＮ

　

ＡＬ▼ＫＡ’ Ｂ工 （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　　

ｓｃｒｉｐｔ： き朝 山÷声 』￥』 α 一・ ） （ａ．ｋ，ａ，： （ａ）Ｓａ’ ｄ

　

ｂｉｎ

　　　

Ｓａ’ ｄ

　

Ｍｕｈａ鵬＝ａｄ

　

Ｓｈｉｒｙａｎａｌ－Ｋａ
’ ｂｉ （ｂ）Ｓａ’ ｄ

　

ｓａ’ ｄ

　

Ｍｕｈａｎ面＝ａｄ

　　　

Ｓｈｉｒｙａｎ

　

ａｌ－Ｋａ
’ ｂｉ （ｃ）Ｓａ’ ｄ

　

ａｌ－Ｓｈａｒｙａｎ

　

ａｌ－Ｋａ
’ ｂｉ （ｄ）Ａｂｕ

　　　　　　

Ｈａｚａ’

　

（ｅ）Ａｂｕ

　

Ｈａｚｚａ

　

（ｆ）Ｕｍａｒ

　

ａｌ－Ａｆｇｈａｎｉ （ｇ）Ａｂｕ

　

ｓａ
’ ｄ

　　　

（ｈ）Ａｂｕｓｕａｄ）



工Ｄ 番号：カタールＩＤ番 号２７２６３４０１２７５

住所 弔ｍｍＳａｌａＩ

　

Ｑａｔａｒ

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日 （２０１９年５月 １日及

び２０２１年３月 ２３日に改訂）

その他の情報：しバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 （６４４． に指

定した団体）に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカ

タールを拠点とする便宜供与者。 国連安全保障理事会決議第 ２２５３ 号

（２０１５年） に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。 同人に対

するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウ ェ ブ ・ リ ン ク ：

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐

ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ‐ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

称号：不明

役職：不明

生年月日：１９７２年２月１５日

出生地：不明

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 ００９６６７３７

ｍ 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日 （２０１９年５月１

鋤こ改訂）

その他の情報：しバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 （６４４‐

に指定した団体）に金銭的サービスを提供する、または同団体を

支援するカタールを拠点とする便宜供与者。国連安全保障理事会

決議第２２５３号 （２０１５年） に基づく見直しは２０１９年２月 ２１日 に

終了した。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機構）・

国 連 安 全保 障理 事会 特別 手 配 書 の ウェ ブ ・リ ンク ：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｔ醐，ｉｎｔｅｒｐｏｌ，ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８９６８１０

墓常

　

鞘‐ＥＳ ［

　

］ Ｓ稿潜熱も亥濠懸股ａｌｌ繕蝕嶺御主一翼謎罷館金網壁ｖｑＨ章￥セＪ愛率嶺墜増結 舟 ｏ



０回無名琳総口頭嫌紅１柊紙ド中

　

払Ｓ冬巡回趣～トロ Ｋ ム は ぐ ； ′

　

名印拘長裂静響く魁桃圏礎常 襲Ｓ ′ 回議働く□鞘納墜世敷怖くロ

兆艇眠 ”に一〈＋￥中靴感譜州べ継後圏後鰍鯉ヤ 圏趣１トロ Ｋ Ｓ霊園Ｓ抵撰欝呈誕ヤ 姿蚕鰐鰹

雄 （肝後日十一く世襲豊紙に１１十回中） 紙１１１蝶紙日響くＳ悪投Ｍ糊でれ′

　

払ＳＡＩ鶏ぬ印綬やｉＱｏ

　

′

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　

冬信川掛川 １１十 皿

１

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－１４０ （ハ リ ー フ ァ ・ ム ハ ン マ ド・ ト ゥ ル キ ー ・ ア ル ・ スバイイ（ＫＨＡＬＩＦＡ

ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＴＵＲＫＩ

　

ＡＬ‐ＳＵＢＡＩＹ））

（１） 変更前

　　

氏 名

　

ハ リ ー フ ァ ・ ム ハ ン マ ド ・ ト ウ ル キ ー ・ ア ル ・ ス バ イ イ （ＫＨＡＬＩＦＡ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＴＵＲＫＩ

　

ＡＬ－

　

ＳＵＢＡＩＹ）

　　

旅 券 番 号

　

カ タ ー ル 旅 券

　

００６８５８６８ （２００６年 ２月 ５ 日 発 行 （発 行 地 ：Ｄｏｈａ）、 ２０１１年 ２月 ４日失

　

効）

　　

住 所

　

Ｄｏｈａ， Ｑａｔａｒ

　　

名 簿 に 記 載 さ れ た 年月 日

　

２００８年１０月１０日 （２０１０年 １月２５日、 ２０１２年１１月１５日 及 び２０１５年 ２月

　

１９日に改訂）



　

その他参考となるべき事項

　

カタールを拠点に して、 テロリス トに対する資金及 び便宜の提供

に携 わる者。 アル．カーイ ダ （ＱＥ－１） の指導部に資金 を提供 し、 この指導部のために行動 して

きた。 南ア ジアにあるアル・カ ーイ ダの訓練キャ ンプへの要員移送にも携わっている。 ２００８年１

月、 バーレーン高等刑事裁判所において、 テロ資金提供、 テロ訓練参加、 テロ訓練参加のための

海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。２００８年３月、 カタール

において逮捕された。 カタールにて服役後、 釈放されている。 母の名 前はＨａｍｄａｈ Ａｈｍａｄ Ｈａｉｄｏｏｓ。

　

カ タ ーノレＩ Ｄ カ ー ド：２６５６３４００１４０。

（２） 変更後

　

氏 名

　

ハ リ ー フ ァ ・ ム ハ ン マ ド ・ ト ウ ル キ ー ・ ア ル ・ ス バ イ イ （ＫＨＡＬＩＦＡ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＴＵＲＫＩ

　

ＡＬ．

ＳＵＢＡＩＹ）

　　

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： 〆キー ザメ 』 型ー））

　

旅券番号

　

（ａ）カタール旅券番号１３５３２７５ （２０２２年６月１２日失効）

　

（ｂ）カタール旅券番号００６８５

８６８ （２００６年２月 ５ 日発行 （発行地：Ｄｏｈａ）、 ２０１１年２月 ４日失効）

　

住 所

　

ＡＩ－Ｗａａｂ， Ｑａｔａｒ

　

名 簿に記載された年月 日

　

２００８年１０月１０日 （２０１０年１月２５日、 ２０１２年１１月１５日、２０１５年２月１９

　

日及び２０２１年３月２３日に改訂）



　　

その他参考となるべき事項

　

カタールを拠点に して、 テロリス トに対する資金及び便宜の提供

　

に携 わる者。 アル・カ ーイ ダ（ＱＥ－１） の指導部 に資金 を提供 し、 この指導部 のために行動 して

　

きた。 南ア ジアにあるアル・カ ーイ ダの訓練キャ ンプへの要員移送にも携わっている。 ２００８年１

　

月、 バーレーン高等刑事裁判所において、 テロ資金提供、 プロ訓練参加、 プロ訓練参加のための

　

海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。２００８年３月、 カタール

　

において逮捕された。 カタールにて服役後、 釈放されている。 母の名 前はＨａｍｄａｈ Ａｈｍａｄ Ｈａｉｄｏｏｓ。

　

カタ ール ＩＤ番 号２６５６３４００１４０。 同人に対するイ ンターポール （国際刑 事警察機構）・ 国連安全

　

保 障 理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ

　　　

／Ｖｉｅｗ－ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

２

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２００ （ハ ミ ド・ ハ マ ド・ハミ ド ・ アル ・ アリ （ＨＡＭＩＤ

　

ＨＡＭＡＤ

　

ＨＡＭＩＤ ＡＬ－ ‘

ＡＬＩ）

（１） 変更前

　　

出 生 地

　

（ａ）ク ウ ェ ー ト

　

（ｂ）カ タ ー ル

　　

旅 券 番 号

　

（ａ）ク ウ ェ ー ト旅 券００１７１４４６７

　

（ｂ）ク ウ ェ ー ト旅 券１０１５０５５５４

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１４年８月１５日

　　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

ク ウ ェ ー トを 拠 点 と し、 イ ラ ク の ア ル ・ カ ー イ ダ （ＱＥ－４８） と し



てリス トに掲載されているイ ラクと しバ ン ト地方のイ スラム国 （ＩＳＩＬ） 及 び レバ ントの人々 のた

め の ア ル ・ ヌ ス ラ 戦 線 （ＱＥ－６１） と して リ ス トに 掲 載 さ れ て い る ジ ャ ブ ハ ッ ト・ ア ル ・ ヌ ス ラ ヘ

の資金提供者、 リクルーター かつ便宜提供者。 イ ブラヒーム・アッワー ド・イ ブラヒーム・アリ

ー ・ ア ル ・ バ ドリ ー ・ ア ル ・ サ マ ッ ライ （ＱＩ－１７３） や ア ブ ・ モ ハ ンメ ド・ ア ル ・ ジ ャ ウ ラ ニ （Ｑ

Ｉ－１９０） と関係がある。

（２） 変更後

　

出 生 地

　

ク ウ ェ ー ト

　

旅 券 番 号

　

（ａ）ク ウ ェ ー ト旅 券 番 号

　

００１７１４４６７

　

（ｂ）ク ウ ェ ー ト旅 券 番 号 １０１５０５５５４

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１４年８月１５日 （２０２１年３月２３日に改訂）

　

その他参考となるべき 事項

　

ク ウェー トを拠点と し、 イ ラクのアル・カ ーイ ダ （ＱＥ－４８） と し

てリス トに掲載されているイ ラクと しバ ント地方のイ スラム国 （ＩＳＩＬ） 及び レバ ントの人々 のた

め の ア ル ・ ヌ ス ラ 戦 線 （ＱＥ－６１） と して リ ス ト に 掲 載 さ れ て い る ジ ャ ブ ハ ッ ト・ ア ル ・ ヌ ス ラ ヘ

の資金提供者、 リクルーターかつ便宜提供者。 イ ブラヒーム・アッワー ド・イ ブラヒーム・アリ

ー ・ ア ル ・ バ ドリ ー ・ ア ル ・ サ マ ッ ライ （ＱＩ－１７３） や ア ブ ・ モ ハ ンメ ド・ ア ル ・ ジ ャ ウ ラ ニ （Ｑ

エー１９０） と関係 がある。 同人に対するイ ンター ポール （国際刑 事警察機構）・国連安全保 障理事

会特別手配書の ウ ェ ブ ・ リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－



　　

Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

３

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２０７ （ア ブ ド・ ア ル ・ ラ フ マ ン ・ ビ ン ・ ウ マ イ ー ル ・ ア ル ・ ナイ ミ ー （‘

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ＡＢＤ ＡＬ ＡＨＭＡＮ ＢＩＮ

　

‘ＵＭＡＹＲ ＡＬ‐ＮＵ’ ＡＹＭＩ））

（１） 変更前

　　

旅 券 番 号

　

カ タ ー ル 旅 券

　

００８６８７７４ （２０１４年 ４月２７日 失 効）

　　

住 所

　

不 明

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１４年９月２３日 （２０１７年２月１５日に改訂）

　　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

ア ル ・ カ ー イ ダ （ＱＥ－ １） 及 びイ ラ ク の ア ル ・ カ ーイ ダ （ＱＥ－４８）

　

の資金提供者及び便宜提供者。 カタールＩ Ｄ 番 号 ：２５４６３４０１７８４ （２０１９年１２月 ６ 日失効）。 同人に

　

対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ ンク

　　

：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８１７９８５

　　　

－

　

（２） 変更後

　　

旅券番号

　

（ａ）カタール旅券番号

　

０１４６１５５８ （２０２４年１月２０日失効）

　

（ｂ）カタール旅券番号

　

０

　

０８６８７７４ （２０１４年４月２７日失効）

　　

住 所

　

Ａ１‐Ｗａａｂ， Ｑａｔａｒ

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１４年９月２３日 （２０１７年２月１５日及び２０２１年３月２３日に改訂）



　　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

ア ル ・ カ ーイ ダ （ＱＥ－ １） 及 びイ ラ ク の ア ル ・ カ ーイ ダ （ＱＥ－４８）

　

の資金提供者及び便宜提供者。 （ａ）カタールＩ Ｄ 番 号２５４６３４０００８６ （ｂ）カ タ ー ル Ｉ Ｄ 番 号

　

２５４６３４０

　

１７８４ （２０１９年１２月６日失効）。 同人 に対するイ ンターポール （国際刑 事警察機構）・国連安 全保 障

　

理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ

　　　

‐ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

４

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号Ｑエー２１６ （ア シ ュ ラ フ ・ ム ハ ン マ ド・ ユ ス フ ・ ウ ス マ ン ・ ア ブ ド・ ア ル ・ サ

　

ラ ー ム（ＡＳＨＲＡＦ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＹＵＳＵＦ’ＵＴＨＭＡＮ ’ＡＢＤ ＡＬ－ＳＡＬＡＭ））

（１） 変更前

　　

氏 名

　

ア シ ュ ラ フ ・ ム ハ ン マ ド・ ユ ス フ ・ ウス マ ン ・ ア ブ ド・ ア ル ・ サラーム （ＡＳＨＲＡＦ ＭＵＨＡＭ

　

ＭＡＤ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＭＡＮ

　

’ＡＢＤ ＡＬ‐ＳＡＬＡＭ）

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日

　　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

２０１２年 時 点 で ア ル ・ カ ーイ ダ （ＱＥ－ １） の 一 員 で あ り、 ２０１４年 初

　

めからシリア・アラ ブ共和国の戦闘員。 アル・カーイ ダ、 レバ ントの人々 のためのアル・ヌスラ

　

戦線 （ＱＥ－６１） 及びイ ラク のアル・カ ーイ ダ （ＡＱＩ） （ＱＥ－４８） に対 して、 資金、 物資及び技術支

　

援を提供。 カタール国民Ｉ Ｄ 番 号 ：２８４４００００５２６。

（２） 変更後



　　

氏 名

　

ア シ ュ ラ フ ・ ム ハ ン マ ド・ ユ ス フ ・ ウ ス マ ン ・ ア ブ ド・ ア ル ・ サ ラーム （ＡＳＨＲＡＦ ＭＵＨＡＭ

　　　

ＭＡＤ

　

ＹＵＳＵＦ

　

’ＵＴＨＭＡＮ

　

’ＡＢＤ

　

ＡＬ‐ＳＡＬＡＭ

　　

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：メーー｝ｏＬふ 山“ 』 一通り ）

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日 （２０２０年１１月２４日及び２０２１年３月２３日に改訂）

　　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

２０１２年 時 点 で ア ル ・ カ ー イ ダ （ＱＥ－ １） の 一 員 で あ り、 ２０１４年 初

　

めからシリア・アラ ブ共和国の戦闘員。 アル・カ ーイ ダ、 レバ ントの人々 のためのアル・ヌスラ

　

戦線 （ＱＥ－６１） 及 びイ ラクのアル・カーイ ダ （ＡＱ工） （ＱＥ－４８） に対 して、 資金、 物資及 び技術支

　

援を提供。 国連安全保 障理事会決議第２３６８号 （２０１７年） に基づく 見直 しは２０２０年１１月２４日に終了

　

した。 同人に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

　　　

ェブ ・ リ ン ク ： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕ

　　

ａ１ｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

５

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２１７ （イ ブ ラ ヒ ム ・イ ー サ ・ ハ ッ ジ ・ ム ハ ンマ ド・ ア ル ・ バ ク ル（ＩＢＲＡＨＩ

Ｍ ’工ＳＡ ＨＡＪＪＩ

　

ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＡＬ－ＢＡＫＲ））

（１） 変更前

　　　

氏 名

　

イ ブ ラ ヒ ム ・ イ ー サ ・ ハ ッ ジ ・ ム ハ ン マ ド ・ ア ル ・ バ ク ル （ＩＢＲＡＨＩＭ ’ＩＳＡ ＨＡＪＪ工

　

ＭＵＨＡＭ

　

ＭＡＤ ＡＬ‐ＢＡＫＲ）



　

旅 券 番 号

　

カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

０１０１６６４６

　

住所

　

不明

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日

　

その他参考となるべき事項

　

アル・カーイ ダ （ＱＥ－１） に対 して、 及び、 これを支援 して、 資

金及び金融サービスを提供する便宜提供者。

（２） 変更後

　

氏 名

　

イ ブ ラ ヒ ム ・イ ー サ ・ ハ ッ ジ ・ ム ハ ンマ ド・ ア ル ・ バ ク ル （ＩＢＲＡＨ酬

　

’ＩＳＡ ＨＡＪＪＩ

　

ＭＵＨＡＭ

　

ＭＡＤ

　

ＡＬ‐ＢＡＫＲ

　

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ； 対 応４：・ 〆ｂ”－； 杉 馨り ）

　

旅券番号

　

カタール旅券番号

　

０１０１６６４６（２０１７年１月１１日失効）

　

住 所

　

ＡＩ

　

Ｒａｙｙａｎ， Ｑａｔａｒ

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日 （２０２０年１１月１４日、 １１月２４日及 び２０２１年３月２３日に

改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

アル・カーイ ダ （ＱＥ－１） に対 して、 及び、 これを支援 して、 資

金及び金融サービスを提供する便宜提供者。 国連安全保障理事会決議第２３６８号 （２０１７年） に基づ

　

く 見直 しは２０２０年１１月２４日に終了 した。 カ タール Ｉ Ｄ 番 号２７７６３４０１２５５。 同 人 に 対 す る イ ン タ ー



　

ポール （国際刑 事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉ

　　

ｎｔｅｒｐｏｌ‐ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ‐ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

６

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２１９ （ア ブ ド・ ア ル ・ マ リ ク ・ ム ハ ン マ ド・ ユ ス フ ・ ウ ス マ ン ・ アブド

　

・ アル ・ サラ ー ム （’ＡＢＤ ＡＬ－ＭＡＬＩＫ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＹＵＳＵＦ’ＵＴＨＭＡＮ ’ＡＢＤ ＡＬ－ＳＡＬＡＭ））

（１） 変更前

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日 （２０１９年５月 １日に改訂）

　　

その他参考となる べき事項

　

アル・カーイ ダ （ＱＥ－１） 及び レバ ン トの人々 のためのアル・ヌ

　

スラ戦線 （ＱＥ－６１） に対 して、 資金、 物資及び技術支援を提供する便宜提供者。 国連安全保障理

　　

事会 決議第２２５３号 （２０１５年） に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日に終了 した。 カタール国民ＩＤ番

　

号：２８９４００００６０２。 同人に対するイ ンターポール （国際刑 事警察機構）・国連安全保障理事会特別

　　

手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｍ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８４３２４３

　

（２） 変更後

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年１月２３日 （２０１９年５月 １日及び２０２１年３月２３日に改訂）

　　

その他参考となるべき事項

　

アル・カ ーイ ダ （ＱＥ－１） 及び レバ ントの人々 のためのアル・ヌ

　

スラ戦線 （ＱＥ－６１） に対して、 資金、 物資及び技術支援を提供する便宜提供者。 国連安全保障理

　

事会決議第２２５３号 （２０１５年） に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日に終了 した。 同人に対するイ ンタ



　

一 ポ ー ル （国 際 刑 事 警 察 機 構）・ 国 連 安 全 保 障 理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．

　　

ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

７

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２２９ （ア ブ ド・ ア ル ・ ラ テ ィ フ ・ ビ ン ・ ア ブ ダ ッ ラ ー ・サーリハ ・ ムハ

ンマ ド ・ アル ・ カ ワリ（ＡＢＤ ＡＬ‐ＬＡＴＩＦ ＢＩＮ ＡＢＤＡＬＬＡＨ ＳＡＬＩＨ ＭＵＨＡＭＭＡＤ ＡＬ－ＫＡＷＡＲＤ）

（１） 変更前

　　

旅 券 番 号

　

（ａ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

０１０２０８０２

　

（ｂ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

００７５４８３３ （２００７年 ５月２０

　　

日 発 行）

　

（ｃ）カタール旅券番号

　

００４９０３２７（２００１年７月２８日発行）

　　

住 所

　

ＡＩ－Ｌａｑｔａｈ， Ｑａｔａｒ

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年９月２１日 （２０１９年５月 １日に改訂）

　　

その他参考となるべき事項

　

アル・カ ーイ ダ （ＱＥ－１） に金銭的サー ビス を提供する、 または

　

同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

　

に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日 に終了 した。 カタ ール Ｉ Ｄ 番 号

　

２７３６３４００６８４。 同 人 に 対 す る

　

インターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク ： ｈｔｔｐｓ

　　

：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８９６８０５

（２） 変更後

　　

旅 券 番 号

　

（ａ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

０１０２０８０２

　

（ｂ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

００７５４８３３ （２００７年 ５月２０



　　

日 発 テ）

　

（ｃ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

００４９０３２７ （２００１年 ７月２８日 発 行）

　

（ｄ）カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

０１

　

５３８０２９ （２０２５年 ３月１４日 失 効）

　　

住 所

　

ＡＩ

　

Ｋｈａｒａｉｔｉｙａｔ， Ｑａｔａｒ

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年９月２１日 （２０１９年５月 １日及び２０２１年３月２３日に改訂）

　　

その他参考となるべき事項

　

アル・カーイ ダ （ＱＥ－１） に金銭的サー ビス を提供する、 または

　

同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

　

に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日に終了 した。 カ タール Ｉ Ｄ番 号２７３６３４００６８４。 同人に対するイ

　

ンターポール （国際刑 事警察機構）・国連安全保 障理事会特別手配書のウェ ブ・リ ンク：ｈｔｔｐｓ：／

　

／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅ ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

８

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＩ－２３１ （サ ア ド・ ビ ン ・ サ ア ド・ ム ハ ンマ ド・ シ ャリヤン ・ アル ・ カア ビ

　

（ＳＡ’ ＤＢＩＮＳＡ’ ＤＭＵＨＡｎ鯛ＡＤＳＨＡＲＩＹＡＮＡＬーＫＡ’ ＢＩ））

（１） 変更前

　　

旅 券 番 号

　

カ タ ー ル 旅 券 番 号

　

００９６６７３７

　　

住 所

　

不 明

　　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年９月２１日 （２０１９年５月 １日に改訂）

　　

その他参考となるべき事項

　

レバ ン トの人々 のためのアル・ヌスラ戦線 （ＱＥ－６１） に金銭的サ



一ビスを提供する、 または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。 国連安全保障理

事会決議第２２５３号 （２０１５年） に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日に終了 した。 同人に対するイ ンタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ ンク：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ‐

ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５８９６８１０

（２） 変更後

　

旅券番号

　

カタール旅券番号

　

００９６６７３７（２０１６年２月１６日失効）

　

住 所

　

Ｕｍｍ ｓａｌａｌ， Ｑａｔａｒ

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１５年９月２１日 （２０１９年５月 １ 日及び２０２１年３月２３日に改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

レバ ン トの人々 のためのアル・ヌスラ戦線 （ＱＥ－６１） に金銭的サ

ービスを提供する、 または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。 国連安全保障理

事会決議第２２５３号 （２０１５年） に基づく 見直 しは２０１９年２月２１日に終了 した。 カタールＩ Ｄ番号２７

２６３４０１２７５。 同人に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保 障理事会特別手配書

　

のウ ェ ブ ・ リ ン ク ：

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ‐ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ‐ｌｎｄ

　

ｉｖｉｄｕａｌｓ


